
亀 山 市 規 則 第 １ ７ 号  

 

亀 山 市 職 員 の 期 末 手 当 及 び 勤 勉 手 当 に 関 す る 規 則 の 一 部 を 改

正 す る 規 則  

 

亀 山 市 職 員 の 期 末 手 当 及 び 勤 勉 手 当 に 関 す る 規 則 （ 平 成 １ ７ 年 亀

山 市 規 則 第 ２ ８ 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

第 ２ 条 中 第 ４ 号 を 削 り 、 第 ５ 号 を 第 ４ 号 と し 、 第 ６ 号 を 第 ５ 号 と

す る 。  

第 ３ 条 第 ２ 号 中 「 臨 時 の 職 員 で あ る 者 に あ っ て は 、 そ の 者 を 除

き 、 」 を 削 り 、 同 号 ウ 中 「 受 け る 職 員 」 の 次 に 「 （ 法 第 ２ ２ 条 の ２

第 １ 項 第 １ 号 に 規 定 す る 会 計 年 度 任 用 職 員 を 除 く 。 ） 」 を 加 え 、 同

号 中 オ を カ と し 、 エ を オ と し 、 ウ の 次 に 次 の よ う に 加 え る 。  

エ  亀 山 市 病 院 事 業 企 業 職 員 の 給 与 の 種 類 及 び 基 準 に 関 す る 条 例

（ 平 成 ２ ７ 年 亀 山 市 条 例 第 ３ ７ 号 ） の 適 用 を 受 け る 職 員 （ 法 第

２ ２ 条 の ２ 第 １ 項 第 １ 号 に 規 定 す る 会 計 年 度 任 用 職 員 を 除 く 。 ）  

第 ５ 条 中 「 臨 時 の 職 員 で あ る 者 に あ っ て は そ の 者 を 除 き 、 」 を 削

り 、 「 再 任 用 短 時 間 勤 務 職 員 」 を 「 、 再 任 用 短 時 間 勤 務 職 員 」 に 改

め る 。  

第 ７ 条 第 ２ 項 第 １ 号 中 「 第 ２ 条 第 ３ 号 か ら 第 ５ 号 ま で 」 を 「 第 ２

条 第 ３ 号 及 び 第 ４ 号 」 に 改 め 、 同 条 第 ３ 項 中 「 第 ２ 条 第 ４ 号 に 掲 げ

る 職 員 で 勤 務 日 及 び 勤 務 時 間 が 常 勤 の 職 員 と 同 様 で あ る 者 （ 市 長 が

定 め る 者 に 限 る 。 ） 並 び に 」 を 削 る 。  

第 １ ４ 条 第 ２ 号 中 「 第 ２ 条 第 ３ 号 か ら 第 ５ 号 ま で の い ず れ か 」 を

「 第 ２ 条 第 ３ 号 又 は 第 ４ 号 」 に 改 め る 。  

第 １ ８ 条 第 ２ 項 第 １ 号 中 「 第 ２ 条 第 ３ 号 か ら 第 ５ 号 ま で 」 を 「 第

２ 条 第 ３ 号 及 び 第 ４ 号 」 に 改 め 、 「 （ 同 条 第 ４ 号 に 掲 げ る 職 員 に つ

い て は 、 勤 務 日 及 び 勤 務 時 間 が 常 勤 の 職 員 と 同 様 で 、 市 長 が 定 め る

者 を 除 く 。 ） 」 を 削 る 。  

附  則  



（ 施 行 期 日 ）  

１  こ の 規 則 は 、 令 和 ２ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

（ 亀 山 市 職 員 の 育 児 休 業 等 に 関 す る 規 則 の 一 部 改 正 ）  

２  亀 山 市 職 員 の 育 児 休 業 等 に 関 す る 規 則 （ 平 成 １ ７ 年 亀 山 市 規 則

第 １ ５ 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

第 ９ 条 第 ２ 号 中 「 第 ２ 条 第 ３ 号 か ら 第 ５ 号 ま で 」 を 「 第 ２ 条 第

３ 号 及 び 第 ４ 号 」 に 改 め 、 「 （ 同 条 第 ４ 号 に 掲 げ る 職 員 に つ い て

は 、 勤 務 日 及 び 勤 務 時 間 が 常 勤 の 職 員 と 同 様 で あ る 者 を 除 く 。 ） 」

を 削 る 。  

 


